
 

委 託 業 務 仕 様 書 
 

１．委託業務名 

    佐野地区衛生センター汚泥破砕機点検委託 

 

２．委託場所 

    佐野市植下町２５５０番地 

    佐野地区衛生施設組合 佐野地区衛生センター 

 

３．委託期間 

    令和４年１２月  日から令和５年３月１７日まで 

 

４．委託内容 

    ア．し尿破砕機１基、浄化槽汚泥破砕機１基（メーカー：小松ゼノア 型式：ＫＤＡ２０

０－ＴＳ型）の消耗部品及び破砕部品の交換・点検を１回、１基ずつ行うこと。交換

部品については別添参照のこと。また、納入部品はゼノア純正部品を使用し、証明書

を提出すること。 

①部品交換時は、組合支給の部品と納入した部品を取り付けること。取り外した破砕 

部品は組合で次回使用するため、組合に保管すること。 

②破砕機の各部品の状況、振動、加速度等の結果について報告すること。なお、点検 

交換実施状況の分かる写真も提出のこと。 

 

５．提出書類 

・実施計画書（様式第１号） 

・業務責任者選任（変更）通知書（様式第５号） 

・業務再委託承認願（様式第２号）※必要な場合のみ 

・メーカー純正部品証明書 

・点検報告書及び点検写真 



・業務完了報告書（様式第７号） 

・その他組合の指定した書類 

 

６．安全管理 

    本作業受託者は、点検作業を遂行するにあたり、事故の無いよう常に安全管理に努めなけ

ればならない。 

 

７．法令の遵守 

  委託業務の実施に当たっては、労働基準法及びその他関係法令を遵守しなければならない。 

 

８．業務委託料の支払い 

  業務委託料の支払いは、報告書等の確認検査後、所定の手続きにより請求し支払うものと

する。 

 

９．疑義及び協議 

  業務遂行にあたり疑義が生じた場合は、その都度監督職員と協議しなければならない。 

 

10．その他 

    ア．点検作業を実施するにあたり、必要な電気および水道水については、無償供与するも

のとする。点検作業日については、２月～３月の作業可能な日とし、組合と協議の上

決定すること。 

イ．点検作業を実施するにあたり、新型コロナウィルス感染防止のため、マスクの着用、

手指の消毒、その他必要な措置を実施すること。 

 

 

 

 

 

 



組合支給部品（破砕機 型式 ＫＤＡ２００－ＴＳ） 
 

 

１． 新品破砕部品 ７穴、４点組・・・２組 

 

分解図番号  品  名      個  数 

   １      切刃        ２個 

   ６０     破砕羽根車     ２個 

   ５８     ｼｭﾗｳﾄﾞﾘﾝｸﾞ     ２個 

   １０     格子（７穴）    ２個 

 

２． 無注水ＴＳシールセット・・・２組 

 

分解図番号  品  名      個  数 

   ４３     オイルシール    ２個 

   ４８     オイルシール    ２個 

  １５０     オイルシール    ２個 

   １８     Ｏ－リング     ２個 

５０     Ｏ－リング     ２個 

４９     スリーブ      ２個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



納入交換部品（破砕機 型式 ＫＤＡ２００－ＴＳ） 
 

 

１． Ｏリング／切刃・・・２個 

分解図番号  品  名      個  数 

   ５      Ｏ－リング     ２個 

 

２． Ｏリング《中間ケーシング用》・・・２個 

分解図番号  品  名      個  数 

   １１     Ｏ－リング     ２個 

 

３． ガスケット ３枚組・・・２組 

分解図番号  品  名      個  数 

   ５５     ガスケット     ２個 

   ７８     ガスケット     ２個 

   ７９     ガスケット     ２個 

 

４． プレート及びスクリュー・・・２組 

分解図番号  品  名      個  数 

   １１４    ロックワッシャ   ２個 

   １１６    スクリュー     ２個 

   １１７    スクリュー     ２個 

 


